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６  会議の概要  

委員長    ただいまから自転車安全利用促進特別委員会 

を開会いたします。 

髙田  真里委員から、都合により欠席すると

の連絡がありましたので、御報告いたします。  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    まず、委員会記録の署名委員に、東委員、小 

西委員を指名いたします。  

本日の協議事項は、富山市自転車安全・安心

利用促進条例（案）についてであります。 

前回の本委員会において、条文の正・副委員

長修正案について説明を行った後、意見交換

を行いました。  

その中で、修正案のうち、第１条と第３条に

ついて、各会派にて一度持ち帰って検討いた

だくこととなっておりました。その検討結果

をお聞かせいただく前に、事務局にて調査を

行った事項について発言を求められておりま

すので、これを許可いたします。 

議事調査課長代理 それでは、前回の委員会で、事務局で確認す

ることとなっておりました事項につきまして

報告いたします。  
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まず、資料１、富山市自転車安全利用促進条

例（案）第２条第１０項（定義）自転車貸付

業者についてであります。 

こちらは、前回の本委員会において、自転車

貸付業者に無償貸付を行う者が含まれている

が、旅館や観光業等については、厳密には自

転車貸付業者に含められないのではとの指摘

があり、「等」をつけるかどうか検討すべき

という意見がありました。 

そこで、まず自転車貸付業者に観光協会や旅

館が含まれるかどうかについてです。以前行

いました勉強会でも説明がありましたが、お

手元に配付してあります、国土交通省の「自

転車損害賠償責任保険等への加入促進に関す

る標準条例  条文解説」の５ページを御覧く

ださい。 

こちらの解説７の答えを読み上げさせていた

だきますが、「自転車貸付事業者に当たるか

どうかは、有償・無償に関係なく、反復継続

して利用者に自転車を貸し付けているかどう

かで判断すべきであり、シェアサイクル事業

者はもとより、シェアサイクルを運営する市

町村や（有償・無償にかかわらず）継続的に

レンタサイクルのサービスを行うホテル等も

対象になる」と記載されております。これに

より、含まれると判断できるかと思っており
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ます。 

第２条第１０項については、前回の修正は、

より分かりづらいところをなくすことから修

正されたものになります。 

また、お手元の資料については、保険加入を

義務化している他都市の表記について、定義

も含め、参考までにまとめたものになってお

ります。 

（１）は「自転車貸付業者」と規定しており、

「等」はつけていない都市になります。こち

らは１１件ございまして、上から２番目なの

ですが、簡単に「自転車の貸付けを業とする

者」というものもあれば、上から５番目、山

梨県は「自転車を有償又は無償で、継続的に

又は反復して貸し付ける事業を行う者をいう」

と、富山市の案に近いものもございます。そ

れぞれ違うというような形かと思っておりま

す。  

（２）は「自転車貸付業者等」ということで

「等」を入れている都市については、現在は

１件、金沢市に例があるものとなっておりま

す。  

（３）はそれ以外の事例ということで、アか

らエまで７件ございます。 

定義の表記については、これらを参考にこの

委員会で協議していただければというふうに
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思っております。  

続きまして、資料２、富山市自転車安全利用

促進条例（案）第４条（市の役割）について

を御覧ください。  

まず、「役割」と「責務」の違いについてで

すが、文書法務課に確認しましたところ、市

として使い分けの基準というものはなく、言

葉の意味として、「役割」とは役をそれぞれ

に割り当てること、「責務」とは責任と義務

の意味、また責任として果たすべき務めとい

うことで、役割と責務は、言葉の持つ意味と

しては異なると考えられるため、今回の場合

においては、内容によって検討する必要があ

ると考えられるという御意見をいただいてお

ります。 

なお、富山市の他の例規において、見出しは

「責務」としていることが多いのですが、「  

役割」としているものも中にはございまして、

富山市空家等の適切な管理及び活用に関する

条例については、市と所有者等については「  

責務」としており、地域の自治組織その他の

団体と市民等については「役割」を使用する

というように使い分けをしております。 

なお、参考までに他都市の条例についても確

認してみました。  

他都市の条例ではほとんどが「責務」を使用
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しておりますが、都道府県で制定されたもの

については、「役割」と「責務」を使い分け

ているという傾向が見られます。 

ただ、中核市の中でも、金沢市における自転

車の安全な利用の促進に関する条例では、全

て「役割」で統一されています。 

その使い方について金沢市の担当のほうに確

認してみました。以前は、条例を制定する際

に義務規定は「責務」ということとされてい

ましたが、近年、スローガン的な条例が増え

ている中で、ここ五、六年の傾向として、「  

役割」との使い分けがされてきているという

御回答をいただきました。 

傾向としては、市民協働で行うものについて

は、お互いの立場が等しいということで、市

も市民等も「役割」とすることが多いそうで

す。ただ、届出や審査なども発生する場合は

「責務」を使うこともあるとのことでした。  

その上で、金沢市の条例については、保険加

入は義務化ということではあるのですが、ス

ローガン条例に近いものであり、罰則等はな

く、市民と協働で自転車の安全な利用促進を

うたっているということから「役割」として

いるとの御回答をいただきました。 

また、前回の委員会の中で、「責務」と「役

割」を使い分けている例として大阪府が出て
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きましたので、そちらのほうにも確認させて

いただいたところ、「役割」と「責務」の使

い分けについては明確な基準はないというこ

とではありましたが、「責務」という言葉に

強いメッセージ性があると感じられることも、

使い分けている要因の１つではないかと考え

ていますとのことでした。 

大阪府の場合、条例協議の出発点では、全て

が「役割」という形で検討されていたそうで

すが、協議を進めていく中で、自転車事故の

約８割が自転車利用者側に非がある、責任が

あるということで、より強く訴えていかなけ

ればならないということから、自転車利用者

を「責務」とし、その他は「役割」としたと。

また、条例を制定し、進める立場である大阪

府も「責務」としたということでした。 

金沢市も大阪府もそれぞれの自治体の考え方

ということで、参考にしていただければとい

うふうに思います。 

続いて、裏面を御覧ください。他の法令との

検証についてです。 

上から２番目の枠囲み、市の条例（案）の第

４条第１項の最後は「これを実施するものと

する」ということで義務規定としております。  

それに対して、一番下の枠囲みになりますが、

国の法律の中で、自転車の安全利用の促進及
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び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する

法律の第３条、国及び地方公共団体の責務で

は、締めが「有効かつ適切に実施されるよう

必要な配慮をしなければならない」というこ

とで、義務ではあるものの、表現の仕方とし

ては「必要な配慮」となっていることに対し

て、村上委員から指摘がありましたので、調

査をさせていただきました。 

この法律については、施行時に総務庁から通

達が出ており、その中から今回の該当箇所  

一番上の枠囲みになりますが  を抜粋します

と、法第３条国及び地方公共団体の責務につ

いて、２段落目から読ませていただきますが、

「各都道府県は、管下の市町村又は市町村長

が行う自転車等駐車場の設置、放置自転車等

の保管、売却及び処分等、総合計画の策定、

自転車等駐車対策協議会の設置等について適

切に協力するよう努めることにより、自転車

等の駐車対策の総合的推進に関する全般的な

施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な

配慮をしなければならないこと」とあります。  

ですので、法律の意図としては、都道府県が、

市町村が実施する施策に対して協力すること

により、施策が有効かつ適切に実施されるよ

う必要な配慮をしなければならないというよ

うなことで、このような表記になっているも
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のと考えられます。 

今回、富山市の自転車条例につきましては、

実施主体は市でありますので、「実施するも

のとする」という文言については、特に問題

はないのではないかというふうに考えられま

す。  

委員長    それでは、ただいまの説明について質問等は

分けたほうがいいですか。 

まず、自転車貸付業者の定義づけについてで

すが、このような形で調査していただきまし

た。これについては、現行の修正案のままで

よいかなというふうに思うのですが、御意見

はございますでしょうか。 

橋本委員に御質問いただいたのですが、どう

でしょうか。 

橋本委員   これで大丈夫です。理解しました。  

委員長    では、この件については、こういう形で表現

をさせていただきたいと思います。 

次に、村上委員から御指摘がありました、全

体としての役割と責務の区分けについて、皆

さんから御意見をいただきたいと思うのです

が、いかがでしょうか。 

繰り返しになりますが、市の例規の体系とし
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てはほとんどが「責務」という表記をしてお

りますが、直近で議員提案でつくった空き家

に関する条例については、それぞれ使い分け

ているということでありました。 

現在の修正案では、昨年度の厚生委員会案を

そのまま採用して「役割」というふうにして

おりますが、この件も含めて御意見はござい

ますか。役割と責務の使い分けについて、自

民党さんはどうですか。 

高田 重信委員 正直に言って、責務と役割、どちらの言葉を

使うのかということは最初いろいろ迷ったの

ですが、前回も言わせてもらったように、他

都市の例を見た中で、金沢市さんの条例での

「役割」の使い方のほうが柔らかいイメージ

かなということもあったりしたので、役割で

統一したらどうかということでした。 

その当時もいろいろな意見があったかと思っ

ているのですが、役割で統一したらいいので

はないかということで、役割という言葉を使

わせていただきましたけれども、今ほどの説

明の中で、役割と責務のニュアンスが多少違

ってくるのかなという思いがありますので、

これについては、一つ一つの条項で変えても

いいのかなと、役割を責務に変えてもいいと

ころもあるのかなと思っています。 
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村上委員   市と自転車利用者については 修正案では「 

自転車利用者」がなくなっていまして、これ

は後でまた申し上げますが  自転車利用者の

責務は当然書かれるべきだというふうに思っ

ております。 

市は当然責務で、それから自転車利用者につ

いては、損害賠償保険の加入義務化というこ

とになりますから、当然責務であろうという

ふうに思っています。 

昨年度の厚生委員会での議論のときから、こ

の２点については、役割ではおかしいという

ことを申し上げてきました。ようやくこのよ

うな解釈をしていただくということで、ちょ

っと遅いかなとは思いますが、これはぜひと

も変えるべきだと、役割と責務をしっかりと

使い分けるべきだというふうに思っています。  

それから、金沢市の場合は、御覧のとおり協

働という理念があります。富山市の条例はス

ローガン的な条例でもないし、協働というこ

とで条例をつくっているわけではありません

ので、ここはしっかりと、責務は責務、それ

から役割は役割ということで、それぞれの重

さというものは表現したほうがいいと。見出

しは条文のとおりの表現をしたほうがいいと

いうふうに思いますので、私はそういう意見

をこの間から申し上げているところです。 
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高田 重信委員 今の村上委員の発言であったとおり、皆さん

が、私はそれでいいということであれば、変

更しても構わないという思いです。 

委員長    それでは、基本的には責務という形にさせて

いただいた上で、例えばそれぞれの個々の条

文の中で、どのように義務が規定されている

のかということを見ながら、使い分けが必要

であれば使い分けをするということになろう

かと思います。  

具体に言いますと、今ここで村上委員から指

摘があったとおり、自転車利用者の役割につ

いては抜きましたけれども、ほかには市の役

割、それから修正案では市民等の役割、事業

者の役割というふうになっております。 

事業者について規定した部分についてですけ

れども、条例案の３ページ  お手元にござい

ますか  第３章の自転車損害賠償責任保険等

への加入等というところであります。 

第１１条第３項に事業者の義務規定が書かれ

てあります。「事業者はその事業活動におい

て自転車を利用させるときは、当該利用に係

る自転車損害賠償責任保険等に加入しなけれ

ばならない」という義務規定になっておりま

すので、その意味では、基本的にこの修正案

の中で表現しているものは全部責務というこ
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とになってくるのかなというふうに思います。  

そういうことでよろしいでしょうか。 

それから、先ほど村上委員が言われた「自転

車利用者」を削除したところについては、こ

の後、議論させていただきたいと思います。  

ほかに、事務局からの説明について、御質問

等はございますか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようでしたら、確認ですけれども、自転

車の貸付業者の規定については、この修正案

のとおりで進めていきたいと思います。 

それから、役割と責務の違いについては、今

ほど申しましたが、現行の修正案の中では基

本的に全てが責務ということになってくると

いうふうに考えられますが、これでよろしい

でしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、ほかには御質問がないようですの

で、この程度にとどめます。 

今ほどの内容も参考にしながら、今度は第１

条と第３条、そして第２章以降について協議

を進めさせていただきます。 



13

まず、第１条の検討結果についてお伺いした

いと思います。  

これについては、自民党会派さんのほうから

「保護」ではなくて「救済」とするべきだと

いうことがまず１点ございました。それから、

村上委員のほうから、「安心」という言葉の

置き方として、最終的に市民の交通安全に資

するものとなる条例として目的に規定したほ

うがいいのではないかという御発言だったか

というふうに思っているのですが、どうでし

ょうか。 

村上委員   まず、被害者の保護という言葉はおかしいと

いうことは、私が申し上げたとおりです。救

済についても私が申し上げたのだと思ってい

ますが……。 

それから、２行目の市、市民等及び事業者の

「役割」は「責務」ということですね。 

最後のほうに、自転車の安全な利用を促進す

ることを目的とするということですが、市民

の役割を後ほど記するのはいかがなものかと

思いまして  交通安全、自転車の安全な利用

を促進することによって、市民が安全で安心

して暮らせる地域社会の実現に寄与すると。

そこに市民があれば、市民の役割というもの

が流れとして出てくると思うのですね。目的
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があって、理念があって、その理念にのっと

って市民の役割が記されると。そのことによ

って、目的である安全で安心に暮らせる地域

社会の実現ということまで規定しないと、せ

っかく我々が、もし条例を制定するのであれ

ば  交通違反を取り締まる条例ではないので

すから、我々はあくまでも市民の安全や安心

に寄与するということを目的とするのが正し

いのではないかと思いますので、もう一階層

といいますか、それが必要ではないかなとい

うふうに思います。 

委員長    ちょっと今の発言を控えられなかったのです

が、例えばの話ですけれども、第１条の最後

のところは、「自転車の安全な利用を促進し、

もって市民等の」というふうな形でつなげて

いくということで……。 

村上委員   富山市安全で安心なまちづくり推進条例を私

は読んだのです。他都市でもそういうような

ものは多いです。 

「安心」という言葉にこだわらなくても、い

ずれにしても市民が安全な地域社会をつくる

ことに寄与するというようなことが書かれて

いることが多いですし、それが正しいと、我 

々が求めているものだというふうに思うので
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す。  

今、条文がどうこうと言っていますが、毎度

申し上げているとおり、我々は何をつくりた

いのかと。交通安全の条例をつくりたいのか、

それによって市民が安心して暮らせるような、

安全な地域社会をつくりたいのか。皆さんは

どこまで思っておられて、厚生委員会はどこ

まで考えていたのかと。それがはっきりしな

いので、この文言だけをどうするのかという

ことになっていると思うのですね。 

そのあたり、皆さんはどのようにお考えなの

か、あるいは昨年度の厚生委員会ではどうい

うふうに考えてきたのか  委員長のお考えで

もいいですから。  

片仮名を使いたくないのですが、そういうコ

ンセプトがないので、概要といいますか、目

的、理念、それらを総合的に考えないと。「 

安心」が入っているから駄目だとかいいとか

という話ではないと思います。 

委員長    今、委員長にお尋ねになったのでお答えして

おきますけれども、私も別に「安心」という

言葉にこだわっているわけではありません。 

この間の委員会での基本理念の協議の際に申

し上げましたけれども、この条例ができたこ

とでどんな社会が実現するのかという理念に
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ついてはお話ししたかと思います。 

目的についても、これは後ほど出てきますが、

最終的には走行空間の中で、歩行者であった

り、自転車利用者、自動車等の運転者など、

それぞれが相互に影響し作用し合って交通安

全というものは守られます。この条例では自

転車をクローズアップしていますけれども、

最終的にはそういうところを目的としている

ので、そのことは昨年度の厚生委員会のとき

から一貫して、それほど大きく変化している

というふうには認識はしていません。 

村上委員   私と委員長は意見が一致していると思うので

すね。今、副委員長もうなずかれたからそう

だと思いますので、次回までに、今言ったよ

うな階層、一段広げたところまで、きれいな

第１条をつくってきていただければというふ

うに思います。  

高田 重信委員 ちょっと確認ですが、第１条の最後のほうで、

現状の「自転車の利用に係る交通事故の防止

及び被害者の救済を図るなど自転車の安全な

利用を促進」という言葉ではなくなるという

ことですか。そうではなくて、「安全な利用

を」の後に文言をいろいろと追加していく形

ですか。 
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村上委員   例えば、富山市安全で安心なまちづくり条例

では、犯罪の防止のための活動及び犯罪の防

止に配慮した環境の整備に取り組むと。これ

は、この条例案でいうと、交通安全に取り組

み、もって  これが要るのかどうか分かりま

せんが  市民が安全で安心して暮らせる地域

社会の実現に寄与することを目的とすると。

これを目的とすることが正しいのではないか

と申し上げているのです。 

高田 重信委員 ここに一言また入るのですか。  

村上委員   もう一階層広げるというか、下げると言えば

いいのか……。  

委員長    目的のことについては、例えば仙台市の条例

ですとか、富山市安全で安心なまちづくり条

例の中にそういう規定がありますので、それ

を参考にしながら、副委員長とも相談させて

いただき、具体的に条文として提示させてい

ただいてよろしいですか。 

村上委員   もう１点、今の例で言えば、例えば金沢市は

「もって安全で良好な生活環境の確保に資す

ることを目的とする」と。安心は入っていま

せんが  さっき言ったように安心にこだわる
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つもりはないのですが  そこを加えてほしい

ということ。 

もう１つは、役割にしろ責務にしろ、自転車

利用者ですね。１行目、市、市民及び事業者

の役割あるいは責務  何でもいいですが、自

転車利用者の責務というのは非常に大きいと

いうふうに思います。後ほど責務のところで

も触れますけれども、それが変われば、ここ

にも自転車利用者が入るべきだというふうに

思います。これは後ほどまたお話ししたいと

いうふうに思います。 

委員長    では、第１条についてはそういう形で、委員

長と副委員長で相談し、改めてもう１回加筆

させていただきたいと思います。 

第１条についてほかに御意見はございますか。  

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようでしたら、第３条について御意見を

伺いたいと思います。 

第３条については、前回の委員会で、村上委

員のほうから重大な事故という書きぶりがど

うかというような御指摘もあったかというふ

うに思いますが、それらを踏まえて、修正案

の第３条についてどのような意見をお持ちか、
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お伺いしたいと思います。  

村上委員にちょっと確認させていただきたい

のですが、基本理念の第１項の「自転車の安

全な利用促進は、自転車は高い利便性を有し、

環境負荷の低減及び市民の健康の増進にも資

する一方で」の「一方」以降、「重大な事故」

云々を抜いて、例えば健康増進に資する移動

手段であるとの認識というふうな表現で、こ

の重大な事故というところを削除したらいい

のではないかという御意見ですか。 

村上委員   １行目と２行目、これは非常に大事なところ

なのですね。これがまさに理念の中の１つな

のです。 

「一方で」を入れると、意味が逆転してしま

うのです。自転車の安全な利用の促進は、自

転車は高い利便性を有し、環境負荷の低減及

び市民の健康の増進に役立つと。健康にもい

いし、環境負荷も低いし、利便性が高いとい

うことで、そこで文章を切らなければ駄目で

す。  

つまり、自転車を利用しやすいようにしてく

ださいということが理念にないと駄目なので

す。  

一方、それこそ別の項で、けれども安全に走

ってください、保険に入ってください、ルー
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ルを守って、ヘルメットをかぶってください

ということを言えば言うほど、利便性、簡便

性がどんどん損なわれていくと。そうではな

くて、そのバランスを上手に取りましょうと

いうことで、多くの自治体でつくられている、

あるいは法律もそういう趣旨があるわけです。

この書き方だと、重大な事故を起こすから、

取り締まりあるいは制限をしますよというこ

とに取られかねないので、別にしたほうがい

いという意味で申し上げています。 

この理念はものすごく大事です。目的があっ

て、理念があって、それにのっとってそれぞ

れ以下の条文ができてくるわけですから、理

念はものすごく大事です。 

第２項では、「共用するという精神のもと」

行うと、精神論になっているわけですね。ち

ょっとこれはいかがなものかとこの間も申し

上げたところであります。 

それから第３項で、自転車利用者あるいは自

動車等の運転者が抜けています。最も主体と

なる者は自転車利用者、あるいは自動車等の

運転者です。自転車条例だから自動車等の運

転者のことは書かなくてもいいのではないか

という話が昨年度の厚生委員会でありました

が、歩行者は自転車との関係で被害者になる

可能性があるわけですね。一方、自転車は自
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動車との関係で被害者になる可能性があるわ

けです。 

ですから、道路においては歩行者、自転車、

自動車の３者が、相互に相手の立場を考えな

がら道路をシェアしなければならないという

ことがこの条例に盛り込まれていないといけ

ないと思います。市、市民等、学校、事業者

も大事なのですが、自転車利用者、自動車等

の運転者というものが理念の中のどこかで入

っていないと面白くないなというふうに思っ

ています。 

３つ言ってしまいました。  

委員長    ほかにございませんか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    村上委員から指摘があった「精神」という言

葉は、もともと厚生委員会案にもあったかと

思うのですが、いわゆる精神論というよりも、

気持ちというか、それはまさしく理念だと思

うのですが、表現として、よりふさわしいも

のがもしあれば……。 

村上委員には分かっていただけると思うので

すが、横文字を使えばハートといいますか、

心、気遣い、そういったことを含めて精神と
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書かれたものだというふうに理解しているの

で、もし適切な表現があれば御意見をいただ

ければと思います。 

村上委員   私は、いろいろなところの条例を見ているわ

けですが、この案に一番近いのは金沢市です。  

金沢市のものをそのまま書けばいいのにと思

うくらいなのですが、それをちょっとひねる

と、さっき言ったように意味が違ってくる、

あるいは自転車利用者、自動車等の運転者と

いうのを抜いてしまうと趣旨が変わってきて

しまいます。他の都市を参考にする場合は、

なぜそう書かれているのかということを御理

解いただいた上で、抜いたり、引っつけたり、

外したりしないと意味が全然違ってきますか

ら、その辺のことを考えながら  なぜこのよ

うな第３条になったのか、説明はありました

か。これはゼロから考えたのですか。 

委員長    ゼロベースです。全くでもないですが、厚生

委員会案から変わっているかと思います。 

村上委員   だとすれば、私の指摘にそうだと思っていた

だけるのであれば、それを参考につくり直す

と。  

第２項と第３項が似ているのかな。ロードシ
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ェアについては、私の言った自転車利用者と

歩行者と自動車等の運転者が書いてあるので

す。安全利用の促進については、第１条を踏

襲しているのですか。市、市民等、学校、事

業者になっているのは、そういう趣旨で書か

れたのですか。  

委員長    お答えしますと、当然第１条と連動して書い

てあります。実は、第２項と第３項の内容は

非常に似ているということは間違いないので

すが、これまでの議論を踏まえた上で  おっ

しゃるとおり、例えばヘルメットの着用努力

義務規定がありますけれども、車に接触され

たときに転倒し、そのときの頭部の被害軽減

ということになると、当然車との関係が出て

きます。仮に事故にならなかったとしても、

走行空間が共有されている以上は相互に影響

していくものだということを踏まえた上で、

第２項に持ってきたというところでは、強調

するためにこの部分を抜き出したというふう

に捉えていただければと思います。 

つまり、第２項のほうは道路空間や走行空間

をシェアする、空間のイメージですね。第３

項は、具体的にそれぞれが取り組む施策とか、

それに対して協力したりすることについて書

かせていただいたと。書きぶりとしてはそう
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いう形になっています。 

村上委員   つくり直すヒントといいますか、希望を申し

上げれば、第１項の自転車の利便性やいいと

ころ、これは独立するということ。それから、

自転車はまさに車両の一種であるから気をつ

けましょうというのが１つ。 

だから、第１項を２つに分けて、第３項には

自転車利用者、自動車等の運転者を入れると。  

第２項は道路の共用で、非常に特化したもの

です。理念の中でこれだけが非常に細かいと

いいますか、ほかの項とは違う大きさではな

いかなと思いますので、ここに書く必要がな

いのか、あるいは書いたとしても、第３項と

かぶるのかなという気がしますので、考えて

みられたらどうかなと。 

後ほど言いますように、市民等の中に自転車

利用者を入れてしまうことから、こういう問

題も出てきているのかなという気がします。

また考えてみてください。 

横野委員   理念等の話ですが、結果的には最初に案をも

らったときに  村上委員が言うように、第２

項と第３項が１つになっていたものを２つに

分けたような考え方だと。物の見方からすれ

ば、確かに以前の第２項のままでいいような
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気がしてきたのですよね。それを考えると、

そのあたりで、条文をうまく合わせればいい

だけだと思います。 

あと、やっぱり原則としては、自転車利用者

に対する啓蒙と、全ての人に自転車を安全に

使っていただきたいという趣旨なので、その

ことだけで  事故の処理のことまで入れると

いうことは、少し違うのではないかと思いま

す。理念の中に事故処理まで入れないといけ

ないと言われると、そのあたりは何か違うよ

うな気がするのですけれども……。 

理念と言われると、村上委員が言ったように、

第１項は「増進にも資する」でいいので、事

故のことについて別項目で設けるべきなのか、

そろえる必要があるのかないのか、その辺は

判断に苦しむところだと私は思います。 

前回の委員会で頂いた、自転車条例の当初案

の第２項「自転車の安全な利用の促進は、市、

自転車利用者、市民等、保護者、学校、事業

者及び自動車等の運転者の相互の理解と連携

のもとに、協働して行わなければならない」

の文章でいいような気がするのです。あまり

直すよりも、という気がするのですが。 

委員長    ほかに御意見はありますか。 
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〔発言する者なし〕 

委員長    そうしましたら、今いただいた御意見を参考

に、第３条についてはもう少し整理をさせて

いただきたいと思います。 

事故に関して１つ言うと、ヘルメット着用で

すとか保険加入ということがあって、こうい

う文言になっているのですが、一方で、第１

条についても、事故の防止とか被害者の救済

ということが書いてあります。 

理念と目的は本来別のものなのですが、基本

理念は重大な事故を起こすものであるという

強い書きぶりにせずに、事故を起こす可能性

のある車両なのだということについてだけ記

載しておくのか、まるっきり抜いて、第１条

にも交通安全が入っていますので、そこに委

ねてしまうのか。  

書き方というか位置  目的との関連性もどう

しても出てきますので、私自身もまだ整理で

きていませんが、少し案を整理したいと思い

ます。 

松井 邦人委員 基本的に、理念のところに目的と同じような

「救済」という言葉はもちろん入れる必要が

なくて、あくまでもその理念に対してどうい

うふうな目的とするかということが大事なの
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でしょうから、事故を起こすおそれがあると

いうことはやはり理念に掲げるべきだと個人

的には思います。  

もちろん自転車としての利点がある、だけれ

どもこういったおそれもある、だからこうい

う目的として救済をする必要があるというこ

とが順序立てて書いてある話であって、そう

いう理念があるからこういう目的をつくるの

だということが大事なのだろうと思っている

ので、それは必要なのではないかと思います。

考慮するときは、そういうことを判断した上

で修正していただきたいと思います。 

村上委員   みんな同じことを言っているので、問題は重

大な事故という表現をやめたらどうかという

ことだと思うのです。私はそう思います。 

ですから、ほかのところだと、松井  邦人委

員が言うとおり、交通事故防止、それから事

故に係る被害の軽減というのは当然書かれる

べきなのは間違いないと。ただ、１つの項で

はなくて、それを分けてくださいと私は言っ

ているのです。そういうことで、ちょっと考

えてみてください。 

委員長    第３条についてほかに御意見はございますか。 
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〔発言する者なし〕 

委員長    では、先ほど申しましたとおり、第１条、第

３条について、もう少し整理をさせていただ

きたいというふうに思っています。 

それでは次に、第２章の内容について議論を

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

村上委員   そうではなくて、第１章の中から自転車利用

者の責務というものがなくなって、市民等の

役割の中に入っているのです。自転車条例で

すから、当然自転車利用者の責務というもの

を市民等とは別に書くべきだというふうに思

います。他都市の例を見ても必ず書いてあり

ます。 

「あれ、書いていない」と思った条例が１つ

あって、相模原市の条例には確かになかった

のですが、そうではなくて、別の項で「市民

等のうち自転車利用者は」とあって、逆に改

めて自転車利用者のことが書いてあると。 

つまり、全てのところで自転車利用者の責務

あるいは役割ということが書いてありますの

で、これはぜひとも入れるべきだというふう

に思います。 

委員長    ほかに御意見はありますか。 
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〔発言する者なし〕 

委員長    今の自転車利用者の役割の件について、何か

御意見はございますか。正副委員長修正案と

しては、市民等の中に含めて括弧の中で、自

転車を利用する者はというふうに書き換えた

のですけれども、市民等と自転車利用者は明

確に分けたほうがよろしいですか。 

橋本委員   認識不足ならばごめんなさい。市民等の役割

の中では、市民等の中で自転車の利用に当た

ってはという解釈なのだろうと思うのです。

要するに、例えば県外、市外の方は入ってい

ないと。 

委員長    市民等の規定を見ていただきたいのですが、

市内に居住する者及び市内に通勤または通学

する者と。ですから、市外から通勤とか通学

で来る人も「市民等」の中に入り、富山市へ

自転車に乗って来る人たちは対象になるとい

うことです。 

橋本委員   そうすると、ホテル等で自転車を借りる観光

客等は対象外ですか。 

委員長    そうですね。 
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橋本委員   そうすると、やっぱり自転車利用者の役割と

いうのは別に必要なのかなという思いがあり

ます。 

村上委員   橋本委員がおっしゃったことがまさにそのと

おりで、旅行者、一時利用者と言うのか、一

時立ち寄り者をどうするかと。自転車利用者

には入るわけです。 

ですから、自転車利用者の責務として、法令

遵守ということが書かれるべきです。市の施

策を理解しなさいとか、交通安全教育に協力

しなさいなどということは旅行者は関係ない

わけです。しかし、自転車利用者は、自転車

の利用に当たっては交通法規を守りなさいと

いうことになります。ほかのところの条例を

見ると、その辺の書きぶりは確かにそうなっ

ています。 

ですから、市民等は富山市の交通安全の施策

についていろいろ協力しなさいということが

役割ですが、自転車利用者はそうではなくて、

実際に走るときの気をつけ方を書くというこ

とになっています。 

その辺を一番気をつけて書いたのが相模原市

で、「市民等のうち自転車を利用する者」と

いう書きぶりになっているのです。その辺を

御理解いただいてつくり直してほしいと……。  
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委員長    そこを踏まえて、逆に自転車利用者などは  

今のこの条例の柱、骨格部分になっていくと

ころについて言うと、例えば中学生以下の者

のヘルメット着用の努力義務化ですとか、保

険の加入義務化については、要は今で言うと

ころの一時立ち寄り者という方は含まれてこ

ないと。その辺を少し整理したときに、こう

いった書きぶりのほうがいいのではないかと

いうことで整理しました。 

村上委員   そうしましたら、この第５条には一時立ち寄

り者は入らないのですか。  

委員長    この規定の中ではそうですね。  

村上委員   そうすると、橋本委員が言うように、一時立

ち寄り者、要は自転車利用者の責務がどこに

も書かれないことになってしまうのではない

ですか。 

橋本委員   今のところ、一時立ち寄り者はヘルメット着

用だとか保険加入の義務化といったものの対

象外になるということはいいとしても、自転

車関係法令を遵守する、しっかり守ってもら

わなければならないということは当たり前な

ので、やはり自転車利用者は別なのかなと思
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っています。 

委員長    これまでもいろいろ議論があったとおり、上

位法との関係で、もともと義務規定などがあ

る部分との関連性もあるので、そこを含めて

市の条例で規定するのかどうかということも

あるかと思います。 

事務局としても、私の解釈で合っているので

すよね。 

松井 邦人委員 私は、この前委員長がシェアサイクルの説明

をしていたときに、一時利用者というのは、

あくまで自転車貸付業者で担保しているのか

なという認識でいました。それで、自転車利

用者の役割というものはかぶるのかなという

ことで排除したのだろうと思っていたのです。  

今、橋本委員などが言われる一時利用者とい

うのは、あくまでも  自転車貸付業者の定義

は、「市内で自転車を有償又は無償で、反復

継続して貸付ける事業を行う者をいう」と。

この人たちから、自転車を借りる者に対して

自転車の安全な利用の方法の啓発に努める、

そこで担保しているのかなと思っていたので

すが、そういう認識ではなかったのか、委員

長の見解を聞かせてください。 
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委員長    事業者から買ったり借りたりする、ここで言

うと借りる人ですね。例えば、旅行者がホテ

ルで借りたりすると、そういった方々につい

ては、その方々自身の義務というのは、基本

的にこの条例の中でうたっていないと。当然、

自転車に乗る以上は道路交通法も遵守しなけ

ればいけませんけれども、そういった意味に

おいて規定から外したというか、そういう形

です。 

橋本委員   そう言ってしまったら、自転車を利用するに

当たって、当然、みんな法令を遵守するのは

当たり前であって、条例そのものの意味を失

ってくるような気がしてしまうのです。 

委員長    お答えすると、まず、もともと法令にあるヘ

ルメット着用の努力義務規定については、こ

の条例案で中学生まで上乗せしていると。そ

れから、保険の加入義務化も、今、富山県の

条例で努力義務規定になっているものに上乗

せをしていくと。  

それに伴って、交通安全教育等を行っていく

ということが、この条例の柱になっていると

いうふうに思っています。 

上乗せ条例をつくろうがつくるまいが、基本

的な法令の遵守などは当然課せられているだ
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ろうとは思っていますから、それを言うと条

例が成り立たないということはないのではな

いかなというふうに思うのですけれども。 

村上委員   この第５条の市民等の役割の中では、一時立

ち寄り者だとか  要は富山市の住民ではない、

あるいは通勤も通学もしない、サイクリング

に参加している人は入らないという解釈でい

いのですか。 

委員長    そういう解釈になると……。 

村上委員   自転車利用者になっていると。  

委員長    私の解釈が間違っているのですか。  

村上委員   これをそのまま見たらそうなりませんか。  

事務局長   一時立ち寄り者のことまで想定していたとい

うことはないのですが、ただ、富山市民でな

い人まで本当に条例で縛っていいのかという

ことは、ちょっとどうなのかなという思いは

あります。 

この条例では、中学生以下の者にヘルメット

をかぶらせることの努力義務規定があります。

新しいほうの第１０条第２項は「保護者は」
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という書きぶりなので、立ち寄り者がたまた

ま中学生だったとして、その子にヘルメット

をかぶらせなさいということが、例えば旅館

の人はそこまで言えるのか。一時立ち寄り者

で中学生以下の者に、ヘルメットをかぶりな

さいということを条例で規定するということ

は、専門家に聞いてみないと分からないとこ

ろがあるということです。 

横野委員   自転車貸付業者による啓発のところで自転車

利用者に対して啓発するわけですから、市民

等の役割のところに、自転車を利用する者の

役割をあえて書く必要性があるのかないのか

という議論ですが、私は必要ないと思います。

委員長の提案で行けると思います。 

よそから来た人が自転車を借りる、あるいは

ホテルの自転車を借りるということについて

は、第９条の自転車貸付業者による啓発とい

うところで生きてくるのではないですか。そ

れ以上に何かを言わなければならないことと

いうのはあるのかなと。 

橋本委員   貸付業者などの事業者に対して、条例を遵守

することを求めていくとなっていますよね。

その事業者が子どもたちに自転車を貸す場合

は、ヘルメットを用意するのは当たり前では



36

ないかなと思って、そういったことをしてい

かないことには  富山市全体でやっていこう

よということになっているのに、他県から来

たらその人は別にフリーでいいと、本当にそ

んなことでいいのかなと……。 

物は違うかもしれないけれども、たばこの路

上喫煙防止条例みたいなものだったら、他県

からの人だろうが当然みんな対象になります。

そういうように、対象にしてもいいのではな

いかなと私は思ったりします。 

村上委員   一時立ち寄り者と言うから旅行者の話になっ

たのですけれども、他市のサイクリストが富

山市に入ってきたら自転車利用者になるわけ

でしょう。目的の中に自転車の利用に係る交

通事故の防止があったら、どこから来ようと、

市民等でなくても、理念に書かれていること

ぐらいは、責務として課しても別に何の問題

もないような気がしますが……。 

さっきから言っているヘルメットとか保険と

いうようなことではなくて、今ここで言って

いるのは理念のことなので、別にそんな難し

いことを言わなくてもいいのではないかと。

自転車利用者というものを書けば問題ないよ

うな気がするけれども、わざわざ自転車利用

者を書かないで市民等に入れるというような
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ことをなぜしたいのか、私には分からないで

す。素直に考えれば、自転車利用者の責務と

書いていいと思うのですけれども。 

委員長    その点については、別にひねくれてどうこう

と、何か狙いがあってというよりも、先ほど

言われた対象となるそれぞれの事項、保険と

かヘルメットなどのことをにらんだときに、

よりシンプルに、そごを来さない形で規定を

抜いたところです。 

例えば今言われるように、スローガン的にも

呼びかけていかなければいけないといったこ

とを考えたときに、最終的にはリーガルチェ

ックを受けた形にはなると思いますが、そう

いった御意見もお二方からもいただきました

ので、自転車利用者の役割については規定す

る方向で、もう一度検討させてください。ス

ローガン的な条項になりますけれども、入れ

る方向で検討させてください。 

ほかにはございますか。 

村上委員   第５条、第６条などは、「基本理念について

の理解を深め」となっています。冒頭にも申

し上げたかと思いますが、普通は目的があっ

て、理念があり、理念にのっとって以降の責

務が発生してくる、そういう流れのほうがい



38

いと思いますので、「市民等は基本理念につ

いての理解を深め」という表現は、市民等に

限定せず、「基本理念にのっとり」とすると。

何で第４条が「のっとり」で、第５条、第６

条は「基本理念についての理解を深め」にな

っているのかなと。何か意図があるのですか。  

意図がないのであれば、理念にのっとってこ

うすることが役割ですよということで、素直

につながる問題かなと。だから、逆にそうい

うつながりがあるような理念にしなければい

けないというふうに思います。 

委員長    ここについては、厚生委員会案をそのまま引

いてきた形で表記してありますので、またそ

れは検討させていただきたいと思います。 

村上委員   検討してください。  

それから、戻って、第１章で言えば、第２条

第１１号、自転車賠償損害責任保険です。 

「その自転車の利用に係る」とありますが、

「その自転車」とは何のことですか。「その」

は要るのですか。  

委員長    対象となる自転車ということなのですけれど

も。  
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村上委員   要るのですか。ほかの部分を見ても「その」

などとは書いていないのです。「自転車の利

用に係る交通事故により」とありますが、こ

れも厚生委員会案にあったのですか。 

委員長    これについては、もともと厚生委員会案では

別の章の中に入っていたものを前に出してき

ました。 

つまり、保険の加入義務規定が大きな柱の１

つだったので、その中で用語の解説としてあ

ったものをこちらへ持ってきたと。以前の勉

強会で、保険加入は大きな柱になっているの

で、その中に用語解説を落とし込むのではな

くて、あらかじめ第２条で規定したほうが好

ましいのではないかという指摘があったので、

そのようにしたということですが、書きぶり

として確かに分かりづらいです。 

村上委員   ですから、「その」は要るのですか。何か意

味があるのかなと。 

委員長    対象となる自転車という意味なのですが、こ

れについて事務局とも相談して、もう少し分

かりやすい書きぶりにします。 

村上委員   完全に要らないですよ。要るのですか。 
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委員長    表現を含めて、ちょっと調べさせてください。 

村上委員   用語の解説はいいけれども、「その」とは…

…。  

委員長    条文そのものは標準条例にあったものをその

まま引っ張ってきていますので、整合性につ

いてもう一回確認をさせていただきたいと思

います。 

ほかにはありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    それでは、第２章の御意見を伺いたいと思い

ます。どなたからでも結構ですので、お願い

いたします。 

村上委員   第７条第１項の「市は」ですけれども、ここ

にあってもいいのでしょうが、市の責務でこ

ういうことを言ってもいいのかなと。第７条

の交通安全教育のところに持ってきたほうが

収まりがいいのではないですか。 

委員長    収まりがいいと判断してここに持ってきたの

ですけれども。  
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村上委員   戻るようで申し訳ないのですけれども、第４

条第２項、「市は、前項の施策の策定にあた

っては、市民等、学校、事業者及び関係団体

の意見を反映させるよう努めるものとする」

とあって、第７条第１項「自転車の安全な利

用に関する教育を推進するものとする」とあ

りますが、これは第４条にあったほうがいい

ような気がするのです。 

条項が戻って申し訳ないのだけれども、わざ

わざ「意見を反映するよう努めるものとする」

と。いかにも協働、意見を聞くのだというこ

とですが、これは要るのですか。何でこうな

っているのでしょうか。 

委員長    これは、元の厚生委員会案で「一体となった

活動」とは具体的にどういうことなのかとい

う話になったので、協働と言われましたけれ

ども、そういったことを念頭に書き換えたと。  

「一体となって」とは具体的にどういうこと

なのかということで、もう少し具体的に言う

となると、市は施策を策定し、実施しますが、

それに当たっては広く関係者の意見を聞くほ

うがより具体なのかなと。  

ほかにありますか。 

村上委員   今の件も考えてみませんか。これだけが、連
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携の中の意見を聞くということだけがちょっ

と細かいような気がするのです。 

これを書くのであれば、第７条の教育につい

ては第４条に入れたほうがいいのか。ほかの

都市の書きぶりのほうが、条、項、号の感じ

からいくと、どうも自然なような気がするの

だけれども……。  

広報や啓発の責務として書いてあっても、意

見を聞くようにしますというのはほかではあ

まり書いてないのだけれども、委員長の強い

思い入れなのか、厚生委員会案の名残ですか。  

委員長    昨年度の厚生委員会では、一体となってとい

うふうに書いてありましたが、この「一体」

というのが具体的に何を意味するのか分から

ないという指摘があったので、先ほども答え

たように、もう少し具体に、かみ砕いて書い

たというふうに御理解いただければと思いま

す。  

あるいは、第２項をまるっきり抜いてしまう

というのも１つなのかなと思いますけれども。  

村上委員   施策の策定に当たっては、今つくっている自

転車利用環境整備計画、このようなものは当

然こうなのだけれども、いちいち細かい施策

について、努力義務とはいえ、市民、学校、
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事業者及び関係団体の意見を反映させるよう

に、つまり聞けということですよね。ここま

で市に言う必要があるのかなという気がしま

す。もう１回考えてみてほしいです。 

委員長    ほかに御意見はありますか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    なければ、今の御指摘も含めて、また修正案

としてもう１回出させていただきたいと思い

ます。 

村上委員   この間学校教育課長に来てもらったときは、

学校の中から幼稚園を除く必要はありません

というふうにおっしゃっていました。他都市

の例を見ても、幼稚園、保育所、認定こども

園等の保育施設を全く入れていないところも

あるし、逆に入れているところもありますが、

うちはなぜ当初から幼児という言葉を抜いて

いるのですか。  

交通安全教育指針には、幼児に対する教育も

当然含まれていますし、しかも保護者ではな

くて、講習会だとか何とかということで、ど

う見てもそういう保育施設を対象にしている

のだろうということが読み取れるのですが、
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うちはなぜ保護者ではなくて、保育施設での

教育を除いているのか、ちょっとお考えを聞

かせていただけますか。 

つまり、他都市の例でいくと、私は幼児教育

も入れていいのではないかなと。 

委員長    委員長案として示していますのでお答えする

と、ここの部分については厚生委員会案と変

わっていないと思います。 

御指摘のように、教育委員会から意見を聞い

たときは、幼稚園を含めてもいいのではない

かという答弁もありました。なので、ここに

ついては入れてもいいのかなというふうには

私自身は思っています。 

いわゆる保育園等を除いたのは、基本的には、

そこについては具体には各家庭で責任を持っ

てやっていただくところなのではないかとい

うことで、就学児童と未就学児のところで線

を引いたのではなかったかなというふうに記

憶しております。  

恐らくですが、その過程の中で、保護者の教

育についてはもともとの厚生委員会案では義

務規定にしていたと思います。今の案では努

力義務規定ですが。 

ですから、今申し上げたとおり、就学児童か

ら上は学校で、保育所の園児等については、
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基本的には保護者、家庭で見ていただくのが

いいのではないかという議論だったと記憶し

ています。 

村上委員   そこで、その判断材料として厚生委員会がそ

うだったということではなくて、今つくって

いる新しい自転車利用環境整備計画でどうい

う位置づけになっているのか、そことの整合

性を図って、保育所、幼稚園、認定こども園

のことが書いてあれば、ここにも入れる必要

があるのではないかと思います。 

その辺を担当課に聞いてみたらいいのかなと

いうふうに思います。 

松井 邦人委員 厚生委員会でそういう話もあったと思います

し、実際、小学校３・４年生になって初めて

自転車の利用についての教育を行っているの

であって、幼稚園等では自転車の乗り方の教

育は多分していないのではないのかと。 

ただ、やはりそういう部分に関しては、保育

所と幼稚園との関係はどうするのかというこ

ともありました。年齢的に言うと、保育所で

あろうが幼稚園であろうが、同じかぶる年代

がいる中で、学校の長や所管が違うというこ

とになると……。  

やはり保護者の責任が重いのではないかとい
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う判断でこういうふうに区分けしているのが

正しいのかなと思います。 

実際、自転車に初めて乗るのは小学校３年生

か４年生からということで、全小学校の３・

４年生を対象に自転車の乗り方の教育を富山

市としてやっているということは事実として

ありますので、そういった部分では線引きは

ちゃんとできるのではないかなと思います。 

委員長    ほかに御意見はありますか。 

村上委員   今の話はどうなるのですか。 

委員長    それを含めて、今御意見を聞いています。  

特にありませんか。 

横野委員   保育園とかそういった言葉を入れることによ

って、逆に園の長たる人は、自転車の教育を

しなければならないというような捉え方にな

るのですか。 

松井  邦人委員が今言ったように、保護者の

責任ということをそういうふうに解釈してい

るのであればそれでもいいと思うのだけれど

も、あえてそこに幼稚園、保育所、認定こど

も園を入れると、それぞれの長は自転車につ

いての啓蒙もする必要があるのかなと。交通
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安全のことについては、この前来られた参考

人は、無理に言う必要はないという回答だっ

たような気がするのです。  

だから、保護者と学校の長との違いはそこに

あるという理解にしておけばいいのではない

ですか。この文面どおりでいいと、私はそう

思います。 

委員長    ほかに御意見はありますか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    ベースとなっている昨年度の厚生委員会での

議論に私も参加していましたけれども、子ど

もが自転車に乗って自立して動き回るまでの

間は、基本的には保護者が寄り添って、交通

安全指導等を主体にやっていくべきものだろ

うというような観点で議論が進んでいったの

ではないかと思います。 

今、松井  邦人委員がおっしゃったように、

実際に本市では、小学校３・４年生は授業の

中で交通安全教育をしていたり、あるいは、

地域によっては小学校１年生から自転車を持

ち込む形での自転車の乗り方などの交通安全

教室をやっているところもありますけれども、

小学校に上がって初めて組織的といいますか、
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機関の中でそういったことが実施できるので

はというところもあるので、責任の主体をど

こに持っていくのかということは、正しいと

か間違っているなどということでもないと思

います。 

どこに重きを置いてこの条例を制定していく

のかとなったときに、少なくとも未就学児に

ついては、いわゆる保護者の方の責任におい

てやっていただく、それについて市などがサ

ポートしていくということがいいのではない

か、適切なのではないかという考えです。 

村上委員   １つだけ誤解のないように言っておきますが、

交通安全教育指針では、自転車は運転するだ

けではないのです。 

幼児に対する交通安全教育の中に、自転車に

乗車する場合のことが書いてあります。そこ

には目標として、基本的な交通ルール等を理

解させることにより、安全に自転車に乗車す

ることができるようにすると。だから、自分

で乗り始めるのが小学校３年生だから要らな

いということではないのですよ。 

自転車に乗車する場合は乗車用ヘルメットを

着用し云々、ハンドルに触れるなど運転操作

の支障になるような行動を取ったりしないよ

うに指導すると。  
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ですから、これらのことを保育施設ではなく

て家庭でやりなさいということならば分かり

ますけれども、乗るのが小学校３年生以上だ

から入れないということではないという判断

をするために、市の計画ではどのようにして

いるのか見てくださいと言っているのです。

ですから、計画を見るということをしてもら

えばそれでいいと思います。 

委員長    御意見として伺っておきます。  

ほかにありますか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    念のために申し上げておきますが、小学校３ 

・４年生になって初めてそういう教室がある

からということで言っているわけではなくて、

おっしゃるように、自転車に乗る前から、親

が家庭において責任を持って主体的に取り組

んでいくべきものだろうというふうに私は考

えております。そこは、意見の相違はないと

いうふうに思っております。 

村上委員   毎度申し上げておりますが、高齢者の親族が

必要な助言をすると。一般的に、要は万人に

ヘルメットをかぶってくださいという努力義



50

務規定はどこにも書いていないですし、高齢

者はヘルメットをかぶりなさいという努力義

務規定も書いていないと。けれども、助言だ

けしなさいということにどうしても違和感が

あるのですが、その点についてはこのまま行

くのですか。 

かつての厚生委員会案では全員にヘルメット

着用の努力義務規定があったので、特に高齢

者には助言するということは理屈としてあっ

たのでしょうが、全員に、要は年齢に関係な

いヘルメット着用の努力義務規定がなくなっ

たのに、助言だけしなさいというのは、どう

もおかしな気がするのですが、その辺はどう

お考えでしょうか。誰が答えられてもいいで

すよ。 

委員長    具体的なところを想像してみると、私の両親

は７０歳ぐらいになっておりますが、自転車

に乗るときに「ヘルメットをかぶりなさいよ」

と言うよりも、例えば「反射器材をつけよう」

と言うことになるのかなと思ったりします。 

そうすると、そういう意味では、乗車ヘルメ

ットの着用促進等の「等」というのは、具体

的にヘルメットだけではなくて、安全に資す

る器具を積極的に使っていきましょうという

ことが、各家庭で高齢者がいらっしゃるとし
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たら起こり得ることかなと想像はできます。  

その辺、条例として具体的に効果がないもの

を書くというわけにはいかないので……。 

ただ、高齢者がこれから、例えば免許の返納

などで自転車を使う機会が増えてくるという

ことも想定したときに、各家庭で近くにいる

人たちがどのようなことを高齢者の方にして

あげられるのか、想像してみていただければ

と思います。 

村上委員   委員長の今のお話だと、乗車用ヘルメットを

着用させるなどというのは書き過ぎではない

ですか。「反射材をつけましょう」と言うこ

とと「乗車用ヘルメットを着用してかれ」と

言うことは、あまりにもハードルが違うよう

な気がします。  

しかも、第２章は交通安全教育及び乗車用ヘ

ルメットの着用促進等ですからね。 

今、委員長がおっしゃったような反射材の話

だと、ちょっと違うような気がしますし、プ

ロテクターをつけようという話はまずないと

思います。ヘルメットよりもっとハードルは

高いですよね。お年寄りがプロテクターをつ

けて自転車に乗るなんて、想像がまずできま

せん。 

乗車用ヘルメットの着用等の必要な助言とい
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うのは、実効性があまりにもなさ過ぎます。

しかも、高齢者本人に対する努力義務規定が

どこにもないのに助言だけしなさいというこ

とは、酷ではないですか。  

こういうことは他都市でありますか。本人に

努力義務規定がないのに助言だけするという

ようなことはどこかにありましたか。あって

も、非常にまれではないですか。  

横野委員   高齢者だろうが何だろうが、自転車を利用す

る者は自転車の利用促進ということに基づい

て使うのです。高齢者だから自転車の利用促

進のことが分からないという、そんな面白い

解釈はないです。  

私に言わせれば、配慮が必要な高齢者の親族

と、「配慮が必要な」という言葉が入ってい

るからそれでいいような気がします。 

本来なら、例えば配慮が必要な高齢者だった

ら必ずヘルメットを着用しなさいと本当は書

きたいくらいなのです。 

自転車を利用する人の責務として、法令を遵

守することが原則でしょう。「利用者は」と

うたっているのだから。あえてそのことを言

う必要はないと私は思うのですが。 

委員長    つまり、高齢者の条項は抜いてもいいのでは
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ないかと。 

横野委員   極端な話、抜いてもいいと思うのだけれども、

ただ、配慮が必要な高齢者という捉え方をど

うするのかというだけの問題です。 

親族は助言しなければならないということを

ここにうたっているということだけだと私は

思っているので、それ以上のことを考えては

いないのです。だから、文面的にはこれでい

いと私は思うのです。 

委員長    ほかに御意見はありますか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    第２章については、前回と同じく一旦持ち帰

っていただいて、検討結果を次回お話しいた

だければと思っていますので、御意見として

はこれくらいにしておきましょうか。 

第２章の御意見はほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようでしたら、次に、第３章の内容につ

いて御意見を伺いたいと思います。 

ここは、国が示す標準条例と富山県の条例と
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の整合性を取りながら修正した箇所でありま

すので、特に御意見がなければ、第３章につ

いてはこのまま進めさせていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

委員長    では、そのようにさせていただきたいと思い

ます。 

そうしましたら、今日いただいた御意見を基

に、条例案を再修正させていただいて、それ

をあらかじめ事前配付させていただき、お示

しした上で、次回、協議を行いたいと思って

います。 

以上で、本日の協議事項は全て終了しました。  

ここで御相談申し上げますが、今ほど申し上

げましたように、修正案を事前に配付させて

いただいた上で、全体の協議をもう１回した

いと思います。  

そこで、次回の自転車安全利用促進特別委員

会については、１０月１９日（月曜日）、午

後１時１０分より開催されます予算決算委員

会の後期全体会の終了後に開催したいという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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委員長    そうしましたら、改めて事務局のほうから皆

様の日程を確認させていただいた上で、調整

を行って開催したいと思います。 

それでは、これをもって本日の自転車安全利

用促進特別委員会を閉会いたします。 
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